
第１回 加茂市地域公共交通活性化協議会 次第 

 
                日 時 令和 5 年 5 月 30 日（火） 

                午後 1 時 30 分  
                 会 場  加茂市役所 5 階全員協議会室 

 
１ 開 会 
 
２ 市 あいさつ 
 
３ 委嘱状の交付 
 
４ 加茂市地域公共交通活性化協議会について 
 
５ 規約の制定について（資料１） 
 
６ 監査員の任命について 
 
７ 財務規程、事務局規定及び協議会委員の報酬及び費用弁償規定の制定につ

いて（資料２・資料３・資料４） 
 
８ かもんバスの時刻表及び一部路線の変更について（資料５） 
 
９ 令和 5 年度加茂市地域公共交通活性化協議会の実施内容について 
 
10 その他 



  【敬称略】

№ 所　　属 役　　職 氏　　名 備　考

1 加茂市 市長 藤田
ふじた

　明美
あけみ

2 公益社団法人新潟県バス協会 専務理事 高橋
たかはし

　清吉
せいきち 欠席

3 新潟交通観光バス株式会社 代表取締役 古田
こだ

　哲
さとる 欠席

4 越後交通株式会社三条営業所 所長 安田
やすだ

　司
つかさ

5 蒲原鉄道株式会社 代表取締役　 茂野
しげの

　一弘
かずひろ 欠席

6 葵タクシー株式会社 代表取締役 川崎
かわさき

　敬
よしふみ

文
代理出席：運行管理者

番場　浩
ばんば ひろし

7 加茂タクシー有限会社 取締役 坂井
さかい

　美穂
みほ

8 中越交通株式会社加茂営業所 所長 青柳
あおやぎ

　浩彦
ひろひこ 欠席

9
東日本旅客鉄道株式会社
燕三条駅

駅長 高橋
たかはし

　智
ちよし

義 欠席

10
新潟県三条地域振興局
地域整備部

維持管理課長 相羽
あいば

　朋
ともき

紀

11 加茂市建設課 課長 宮澤
みやざわ

　康夫
やすお

12 新潟県加茂警察署 署長 桃井
ももい

　克
かつ

朗
あき 代理出席：交通課長

土田将王
つちだ まさき

13 加茂市区長会 会長 小林
こばやし

　誠
まこと

14 地域公共交通利用者 加藤
かとう

　はとこ

15 地域公共交通利用者 海津
かいづ

　恵美
えみ

16 新潟大学 准教授 藤堂
とうどう

　史
ふみあき

明

17
国土交通省北陸信越運輸局
交通政策部交通企画課

課長 玉巻
たままき

　史
ふみ

成
なり 欠席

18
国土交通省北陸信越運輸局
新潟運輸支局

首席運輸企画専門官 山田
やまだ

　一輝
たかき

19
日本労働組合総連合会
新潟県連合会県央地域協議会

議長 田中
たなか

　好
このむ 欠席

20 新潟県立加茂病院 事務長 小池
こいけ

　貴之
たかゆき
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№ 所　　属 役　　職 氏　　名 備　考

21 加茂商工会議所 事務局長 高畑
たかはた

　結
ゆきこ

城子

22 加茂市社会福祉協議会 事務局長 青木
あおき

　敏男
としお 欠席

23 五泉市企画政策課 課長 塚野
つかの

　一也
かずや

24 田上町産業振興課 課長 近藤
こんどう

　拓哉
たくや

25 加茂市 副市長 五十嵐
いからし

　裕
ひろゆき

幸

26 加茂市 CSO 市川
いちかわ

　恭
たかし

嗣
し

27 加茂市商工観光課 課長 斎藤
さいとう

　久子
ひさこ

28 加茂市健康福祉課 課長 大野
おおの

　博司
ひろし

29 加茂市教育委員会庶務課 課長 草野
くさの

　智
とも

文
ふみ

【事務局】　加茂市環境課



五泉市企画政策課長 新潟大学准教授 加茂市長

塚野　一也 藤堂　史明 藤田　明美

田上町産業振興課長
三条地域振興局
地域整備部維持管理課長

北陸信越運輸局
新潟運輸支局
首席運輸企画専門官

近藤　拓哉 相羽　朋紀 山田　一輝

加茂市商工観光課長 加茂病院事務長 加茂警察署交通課長

斎藤　久子 小池　貴之 土田　将王

加茂市健康福祉課長 加茂商工会議所事務局長 加茂市区長会長

大野　博司 高畑　結城子 小林　誠

加茂市教育委員会
庶務課長

越後交通㈱三条営業所長 地域公共交通利用者

草野　智文 安田　司 加藤　はとこ

葵タクシー㈱運行管理者 地域公共交通利用者

番場　浩 海津　恵美

加茂タクシー㈲取締役 加茂市副市長

坂井　美穂 五十嵐　裕幸

加茂市建設課長 加茂市CSO

宮澤　康夫 市川　恭嗣

事務局

事務局

令和５年度　加茂市地域公共交通活性化協議会　座席表

議　長

加茂市役所５階全員協議会室

事務局

事務局



 

 

かもんバス・かもんタクシー 

これまでの経緯・現状報告 

 

1  これまでの経緯 

○市民バスの見直し検討に令和 2 年度に着手し、令和 3 年 11 月からの実証実験

を経て、令和 4 年 12 月に本格運行に至った。 

○検討着手から本格運行の間に計 7 回の加茂市地域公共交通会議を開催してお

り、課題整理から見直し案選定、運行詳細検討、関係機関合意形成までの全

ての見直しステップの協議を行った他、実証実験中においても、利用状況等

を踏まえ、より利便性が高く効率的な運行への見直しを複数回実施した。 

 

表 かもんバス・かもんタクシーに関するこれまでの経緯（1/2） 

年月日 内容 

令和 2 年 11 月 令和 2 年度 第 3 回 加茂市地域公共交通会議 

○公共交通の現状を整理したうえで次の課題を挙

げ、公共交通体系の見直し案の方向性を協議。 

・課題①：七谷方面路線の効率化 

・課題②：加茂駅周辺における移動ニーズに 

合わせた運行見直し 

・課題③：公共交通空白地の解消 

・課題④：持続可能な公共交通の形成 

令和 3 年 3 月 令和 2 年度 第 4 回 加茂市地域公共交通会議 

○公共交通体系の見直し案を 4 案提示し、比較検討

結果について協議。※別紙 1 参照 

令和 3 年 7 月 令和 3 年度 第 1 回 加茂市地域公共交通会議 

○タクシー事業者を委員に追加し、公共交通体系の

見直し案の比較検討結果について再度協議し、第

4 案（基幹バスの導入＋全域へデマンド型乗合タ

クシー導入）を選定。※別紙 1 参照 

令和 3 年 9 月 令和 3 年度 第 2 回 加茂市地域公共交通会議 

○デマンド型乗合タクシー、基幹バス、早朝バスの

運行詳細を協議。 

令和 3 年 10 月 25 日 デマンド型乗合タクシー実証実験開始 

○既存市民バスと1週間重複運行し、利用者の混乱、

配車トラブルを軽減 

令和 3 年 11 月 1 日 既存市民バス廃止 

基幹バス、早朝バス運行開始 



 

 

 

 

表 かもんバス・かもんタクシーに関するこれまでの経緯（2/2） 

年月日 内容 

令和 4 年 3 月 令和 3 年度 第 3 回 加茂市地域公共交通会議（書面） 

○利用状況等を踏まえ、より利便性が高く効率的な

運行への見直しを協議。 

・早朝村松線のルート変更 

・早朝土倉線のルート変更、路線名を早朝猿毛線

に変更 

令和 4 年 6 月 令和 4 年度 第 1 回 加茂市地域公共交通会議 

○運行見直し後の利用状況およびアンケート調査

結果を報告。 

○利用状況等を踏まえ、より利便性が高く効率的な

運行への見直しを協議。 

・デマンド型乗合タクシーの五泉市内を運行する

場合の委託料の見直し 

・七谷線の新町商店街の交互通行開始に伴うルー

ト変更 

・七谷線の水源地発着便の増便 

・須田線の各方面最終便の減便 

・須田線の都ヶ丘への延伸 

○市民バスの愛称「かもんバス」、のりあいタクシ

ーの愛称「かもんタクシー」、マスコットキャラ

クター「おでかもちゃん」がそれぞれ選定された。 

令和 4 年 10 月 令和 4 年度 第 2 回 加茂市地域公共交通会議 

○かもんバス・かもんタクシー本格運行計画を協

議。※「4  本格運行計画について」参照 

○利用状況等を踏まえ、より利便性が高く効率的な

運行への見直しを協議。 

・かもんタクシーの料金改定（値下げ） 

・かもんタクシーの田上町の医療施設乗り入れ 

・七谷地域の集落経由路線（七谷帰宅便）の導入 

・早朝天神林・長福寺線の発地の変更 

・早朝路線の一部便の休日運休 

・一部便の年末年始の運休 

令和 4 年 11 月 かもんバス本格運行開始 

令和 4 年 12 月 かもんタクシー本格運行開始 



 

 

 

2  運行内容 

 

2.1  かもんバス 

 

※運行ルートは別紙 2 参照 



 

 

 

2.2  かもんタクシー 



 

 

 

 



 

 

 

3  運行実績 

 

3.1  かもんバス 

○かもんバスの利用者数は概ね横ばいで推移している。 

○7 月、8 月は利用者数が減少しており、学生の夏休み期間のため通学利用が減

少したものと考えられる。 
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3.2  かもんタクシー 

○利用者数は 10 月頃をピークに増加し、冬期の 1 月以降はやや利用者数が減少

している。 

○1 台あたりの平均乗合人数は 1.7 人/台程度で推移している。 
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3.3  運行見直し前後の比較 

○かもんタクシーとかもんバスの利用者数の合計は、運行体系の見直し前の市

民バスの利用者数と同程度となっており、既存の利用者は新たな運行体系へ

の移行に概ね順応できていると考えられる。 

○令和 3 年 3 月に実施したアンケート調査では、かもんタクシー利用者のうち

39％が導入前よりも公共交通の利用頻度が増加したと答えたほか、全体の約

9 割がかもんタクシーの運行を継続したほうが良いと回答している。 

○かもんバス、かもんタクシーにより、市営公共交通の運行を効率化しつつ、

利便性の確保が図られている。 
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※見直し前は R3 5/31～6/6 市民バス乗降調査データ。 

※市民バス運行継続地域及び早朝バス運行時間帯は市民バスの利用を継続すると仮定。 

市民バス廃止地域は
のりあいタクシーに
転換すると仮定 

■昨年 11 月の市民バスの運行見直し、のりあいタクシーの導入前と比較して、公共交

通の利用頻度は増えたか。 

■のりあいタクシーの運行を今後も継続したほうが良いと思うか。 

91%
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出典：R3アンケート調査 



 

 

 

4  本格運行計画について 

○本格運行を開始させるにあたり、より利便性が高く持続可能な公共交通とす

るために、情報提供の充実、利用環境の整備、利用促進等の施策の継続的な

実施計画のほか、利用実態の調査・分析の計画を以下のとおり立案した。 

※令和 4 年度 第 2 回 加茂市地域公共交通会議 資料より 

○令和 5 年度に策定する地域公共交通計画における施策検討の基礎資料として

活用するものとする。 

 

表 施策一覧 

分類 施策 
かもん 

バス 

かもん 

タクシー 

情報提供の充実 
(1)GTFS データ整備 ●  

(2)デジタルサイネージの整備 ●  

利用環境の整備 

(3)主要施設への乗降場所の目印の

設置 
 ● 

(4)定期券、回数券のデジタル化 ● ● 

利用促進 

(5)かもんバス車両ラッピング ●  

(6)停留所の表示板の更新 ●  

(7)かもんタクシー乗り方講座  ● 

(8)商店街と連携したイベント実施 ● ● 

(9)チラシ配布による PR ● ● 

(10)SNS を活用した PR ● ● 

 

表 利用実態の調査・分析項目 

分類 項目 
かもん 

バス 

かもん 

タクシー 

利用実態の調査・分析 
(1)利用者数の集計・分析 ● ● 

(2)アンケート調査の実施 ● ● 

 

 



 

 

 

 

別紙 1 



 

 

 

 

 

別紙 2 



加茂市地域公共交通活性化協議会 

 

１．協議会の目的及び委員 

  （目的） 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、地域公共交通計画の作成及

び計画の実施に係る必要な協議を行うとともに、道路運送法に基づき、地域住民の生

活に必要な旅客輸送の確保、その他の旅客の利便の増進を図るために必要となる事項

の協議を行うことを目的としています。 

    

（委員） 

①構成委員 

協議会を構成する委員は、次の組織等の方たちを予定しています。（総数 29 名） 

   （１）関係する都道府県又は市区町村 

（２）関係する交通事業者又は道路管理者等 

（３）地方運輸局 

（４）学識経験者 

（５）市民又は地域公共交通の利用者 

（６）関係する公安委員会 

（７）関係する交通事業者の運転者が組織する団体 

（８）その他協議会が必要と認める者 

    

②任期：２年間（令和５年４月１日から令和７年３月３１日） 

 ※任期の途中で、担当者が変更となった場合は、前任者の残任期間となります。 

 

２．協議予定事項及び開催スケジュール 

①令和５年度：加茂市地域公共交通計画の作成に向けた協議 

   令和５年度協議会開催スケジュール（予定）    

開催時期 回数 内容 

令和５年 ５月中旬頃 第１回 協議会の設立等 

 ７月頃 第２回 計画策定の進め方（案）等 

 11 月頃 第３回 計画策定の進捗状況について等 

令和６年 １月頃 第４回 加茂市地域公共交通計画（案）について等 

 ３月頃 第５回 加茂市地域公共交通計画（完成）について等 

 

②令和６年度以降：地域公共交通計画の実施や交通の利便性向上を図るための協議 
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平成⼗九年法律第五⼗九号

地域公共交通の活性化及び再⽣に関する法律

第⼀章総則

（⽬的）

第⼀条この法律は、近年における急速な少⼦⾼齢化の進展、移動のための交通⼿

段に関する利⽤者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を⽣じているこ

と等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住⺠の⾃⽴した⽇常⽣活及び社会⽣活

の確保、活⼒ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通

に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における旅客の運送に関

するサービス（以下「地域旅客運送サービス」という。）の提供を確保するため

に地域公共交通の活性化及び再⽣を推進することが重要となっていることに鑑

み、交通政策基本法（平成⼆⼗五年法律第九⼗⼆号）の基本理念にのっとり、地

⽅公共団体による地域公共交通計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に関

する措置並びに新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の円滑化を図

るための措置について定めることにより、地域旅客運送サービスの持続可能な提

供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及び再⽣のための地域における主体

的な取組及び創意⼯夫を推進し、もって個性豊かで活⼒に満ちた地域社会の実現

に寄与することを⽬的とする。

（定義）

第⼆条この法律において次の各号に掲げる⽤語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。

⼀地域公共交通地域住⺠の⽇常⽣活若しくは社会⽣活における移動⼜は観光

旅客その他の当該地域を来訪する者の移動のための交通⼿段として利⽤される

公共交通機関をいう。

⼆公共交通事業者等次に掲げる者をいう。

イ鉄道事業法（昭和六⼗⼀年法律第九⼗⼆号）による鉄道事業者（以下単に

「鉄道事業者」という。）（旅客の運送を⾏うもの及び旅客の運送を⾏う鉄

道事業者に同法による鉄道施設（以下単に「鉄道施設」という。）を譲渡

し、⼜は使⽤させるものに限る。）

ロ軌道法（⼤正⼗年法律第七⼗六号）による軌道経営者（第⼆⼗七条の⼋第

三項において単に「軌道経営者」という。）（旅客の運送を⾏うものに限

る。）

ハ道路運送法（昭和⼆⼗六年法律第百⼋⼗三号）による⼀般乗合旅客⾃動⾞

運送事業者及び⼀般乗⽤旅客⾃動⾞運送事業者並びに同法第七⼗九条の七第

⼀項に規定する⾃家⽤有償旅客運送者（特定の者の需要に応じ、⼀定の範囲

の旅客を運送する者として国⼟交通省令で定める者を除く。以下単に「⾃家

⽤有償旅客運送者」という。）

ニ⾃動⾞ターミナル法（昭和三⼗四年法律第百三⼗六号）によるバスターミ

ナル事業を営む者
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ホ海上運送法（昭和⼆⼗四年法律第百⼋⼗七号）第⼆条第五項に規定する⼀

般旅客定期航路事業（本邦の港と本邦以外の地域の港との間⼜は本邦以外の

地域の各港間に航路を定めて⾏うものを除く。以下「国内⼀般旅客定期航路

事業」という。）、同法第⼗九条の六の⼆に規定する⼈の運送をする貨物定

期航路事業（本邦の港と本邦以外の地域の港との間⼜は本邦以外の地域の各

港間に航路を定めて⾏うものを除く。）及び同法第⼆⼗条第⼆項に規定する

⼈の運送をする不定期航路事業（乗合旅客の運送をするものに限り、本邦の

港と本邦以外の地域の港との間⼜は本邦以外の地域の各港間におけるものを

除く。）（以下これらを「国内⼀般旅客定期航路事業等」と総称する。）を

営む者

ヘイからホまでに掲げる者以外の者で鉄道施設⼜は海上運送法による輸送施

設（船舶を除き、国内⼀般旅客定期航路事業等の⽤に供するものに限る。）

であって、公共交通機関を利⽤する旅客の乗降、待合いその他の⽤に供する

ものを設置し、⼜は管理するもの

三道路管理者道路法（昭和⼆⼗七年法律第百⼋⼗号）第⼗⼋条第⼀項に規定

する道路管理者をいう。

四港湾管理者港湾法（昭和⼆⼗五年法律第⼆百⼗⼋号）第⼆条第⼀項に規定

する港湾管理者をいう。

五地域公共交通特定事業軌道運送⾼度化事業、道路運送⾼度化事業、海上運

送⾼度化事業、鉄道事業再構築事業、鉄道再⽣事業、地域旅客運送サービス継

続事業、貨客運送効率化事業及び地域公共交通利便増進事業をいう。

六軌道運送⾼度化事業軌道法による軌道事業（以下単に「軌道事業」とい

う。）（旅客の運送を⾏うものに限る。以下「旅客軌道事業」という。）であ

って、より優れた加速及び減速の性能を有する⾞両を⽤いることその他の国⼟

交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保（設定された発着時

刻に従って運⾏することをいう。以下同じ。）、速達性の向上（⽬的地に到達

するまでに要する時間を短縮することをいう。以下同じ。）、快適性の確保そ

の他の国⼟交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共

交通の活性化に資するものをいう。

七道路運送⾼度化事業道路運送法による⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業（以下

単に「⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業」という。）であって、道路管理者、都道

府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）その他国⼟交通省令で定める

者が講ずる道路交通の円滑化に資する措置と併せてより⼤型の⾃動⾞を⽤いる

ことその他の国⼟交通省令で定める措置を講ずることにより、定時性の確保、

速達性の向上、快適性の確保その他の国⼟交通省令で定める運送サービスの質

の向上を図り、もって地域公共交通の活性化に資するものをいう。

⼋海上運送⾼度化事業国内⼀般旅客定期航路事業等であって、より優れた加

速及び減速の性能を有する船舶を⽤いることその他の国⼟交通省令で定める措

置を講ずることにより、定時性の確保、速達性の向上、快適性の確保その他の

国⼟交通省令で定める運送サービスの質の向上を図り、もって地域公共交通の

活性化に資するものをいう。

九鉄道事業再構築事業最近における経営状況に鑑み、その継続が困難とな

り、⼜は困難となるおそれがあると認められる旅客鉄道事業（鉄道事業法によ
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る鉄道事業（以下単に「鉄道事業」という。）のうち旅客の運送を⾏うもの及

び旅客の運送を⾏う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、⼜は使⽤させるものをい

う。以下同じ。）について、経営の改善を図るとともに、地⽅公共団体その他

の者の⽀援を受けつつ、次に掲げる事業構造の変更を⾏うことにより、当該旅

客鉄道事業に係る路線における輸送の維持を図るための事業（鉄道再⽣事業に

該当するものを除く。）をいう。

イ事業の譲渡及び譲受

ロ法⼈の合併⼜は分割

ハイ及びロに掲げるもののほか、事業の実施主体の変更

ニイからハまでに掲げるもののほか、重要な資産の譲渡及び譲受その他の国

⼟交通省令で定める事業構造の変更

⼗鉄道再⽣事業鉄道事業法第⼆⼗⼋条の⼆第⼀項の規定による廃⽌の届出

（以下「廃⽌届出」という。）がされた鉄道事業について、地⽅公共団体その

他の者の⽀援により当該鉄道事業の維持を図るための事業をいう。

⼗⼀地域旅客運送サービス継続事業最近における経営状況に鑑み、その継続

が困難となり、⼜は困難となるおそれがあると認められる特定旅客運送事業

（旅客鉄道事業、旅客軌道事業、⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業及び国内⼀般旅

客定期航路事業をいう。以下同じ。）に係る⼀⼜は⼆以上の路線若しくは航路

⼜は営業区域（以下「路線等」という。）について、旅客運送事業（旅客鉄道

事業、旅客軌道事業、⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業、道路運送法による⼀般乗

⽤旅客⾃動⾞運送事業及び国内⼀般旅客定期航路事業等をいう。以下同じ。）

を営む者⼜は⾃家⽤有償旅客運送者であって地⽅公共団体が国⼟交通省令で定

めるところにより選定したものが、当該地⽅公共団体の⽀援を受けつつ、当該

路線等における運送を実施することにより、地域旅客運送サービスの維持を図

るための事業をいう。

⼗⼆貨客運送効率化事業旅客陸上運送事業（旅客運送事業（国内⼀般旅客定

期航路事業等を除く。）をいう。第⼆⼗七条の⼗第⼆項において同じ。）及び

貨物陸上運送事業（貨物鉄道事業（鉄道事業のうち貨物の運送を⾏うもの及び

貨物の運送を⾏う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、⼜は使⽤させるものをい

う。第⼆⼗七条の⼋第三項において同じ。）、貨物軌道事業（軌道事業のうち

貨物の輸送を⾏うものをいう。同項において同じ。）及び⼀般貨物⾃動⾞運送

事業（貨物⾃動⾞運送事業法（平成元年法律第⼋⼗三号）による⼀般貨物⾃動

⾞運送事業をいう。第⼆⼗七条の九第三項第⼋号において同じ。）をいう。）

について、同⼀の⾞両⼜は⾃動⾞を⽤いて旅客及び貨物の運送を併せて⾏うこ

とその他の⽅法により、これらの事業に係る⾞両、⾃動⾞、施設その他の経営

資源を共⽤し、運送の効率化その他の経営の効率化を図るための事業であっ

て、当該旅客陸上運送事業の経営の安定に資するものをいう。

⼗三地域公共交通利便増進事業地域公共交通の利⽤者の利便を増進するため

の事業であって、地⽅公共団体の⽀援を受けつつ、国⼟交通省令で定めるとこ

ろにより、次に掲げるもののいずれかを⾏う事業をいう。

イ特定旅客運送事業に係る路線等の編成の変更で利⽤者の利便を増進するも

の
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ロ⼀の種類の旅客運送事業から他の種類の旅客運送事業への転換⼜は道路運

送法第七⼗⼋条第⼆号に規定する⾃家⽤有償旅客運送（第⼆号ハの国⼟交通

省令で定める者の⾏うものを除く。以下単に「⾃家⽤有償旅客運送」とい

う。）から旅客運送事業への転換で利⽤者の利便を増進するもの

ハ⾃家⽤有償旅客運送の導⼊⼜は路線若しくは運送の区域の変更で利⽤者の

利便を増進するもの

ニ利⽤者が期間、区間その他の定められた条件の範囲内で地域公共交通を利

⽤することができる運賃⼜は料⾦の設定その他の利⽤者の利便を増進する運

賃⼜は料⾦の設定

ホ⼀定の運⾏間隔その他の⼀定の規則により利⽤者の利便を増進する運⾏回

数⼜は運⾏時刻の設定

ヘ共通乗⾞船券（⼆以上の旅客運送事業者（第⼆号イからハまで及びホに掲

げる者（同号ハに掲げる者にあっては、⾃家⽤有償旅客運送者を除く。）を

いう。以下このヘにおいて同じ。）が期間、区間その他の条件を定めて共同

で発⾏する証票であって、その証票を提⽰することにより、当該条件の範囲

内で、当該各旅客運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるも

のをいう。以下同じ。）の発⾏

ト イからヘまでに掲げるもののほか、利⽤者の利便を増進する事業として国

⼟交通省令で定めるもの

⼗四地域公共交通⼀体型路外駐⾞場整備事業駐⾞場法（昭和三⼗⼆年法律第

百六号）第三条の駐⾞場整備地区内に整備されるべき同法第四条第⼆項第五号

の主要な路外駐⾞場（都市計画において定められた路外駐⾞場を除く。）の整

備を⾏う事業であって、軌道運送⾼度化事業⼜は道路運送⾼度化事業と⼀体と

なって地域公共交通の活性化に資するものをいう。

⼗五新地域旅客運送事業地域の旅客輸送需要に適した効率的な運送サービス

であって、次に掲げる事業のうち⼆以上の事業に該当し、かつ、当該⼆以上の

事業において同⼀の⾞両⼜は船舶を⽤いて⼀貫した運送サービスを提供する事

業をいう。

イ旅客鉄道事業⼜は旅客軌道事業

ロ⼀般乗合旅客⾃動⾞運送事業

ハ国内⼀般旅客定期航路事業等

⼗六新モビリティサービス事業情報通信技術その他の先端的な技術を活⽤し

て⼆以上の交通機関の利⽤に係る予約、料⾦の⽀払その他の⾏為を⼀括して⾏

うことができるようにするサービスその他の当該技術の活⽤により交通機関の

利⽤者の利便を増進するサービスを提供する事業をいう。

第⼆章基本⽅針等

（基本⽅針）

第三条主務⼤⾂は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域

公共交通の活性化及び再⽣を推進するため、地域公共交通の活性化及び再⽣の促

進に関する基本⽅針（以下「基本⽅針」という。）を定めるものとする。

２ 基本⽅針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
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⼀地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性

化及び再⽣の意義及び⽬標に関する事項

⼆第五条第⼀項に規定する地域公共交通計画の作成に関する基本的な事項

三地域公共交通特定事業その他の第五条第⼀項に規定する地域公共交通計画に

定める事業に関する基本的な事項

四新地域旅客運送事業に関する基本的な事項

五新モビリティサービス事業に関する基本的な事項

六地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性

化及び再⽣に関する事業の評価に関する基本的な事項

七その他国⼟交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

に資する地域公共交通の活性化及び再⽣に関する事項

３ 基本⽅針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること

並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可⽋なものであることを踏ま

え、地域公共交通の活性化及び再⽣が都市機能の増進及び観光の振興に寄与する

こととなるよう配慮して定めるものとする。

４ 基本⽅針は、交通政策基本法第⼗五条第⼀項に規定する交通政策基本計画との

調和が保たれたものでなければならない。

５ 主務⼤⾂は、情勢の推移により必要が⽣じたときは、基本⽅針を変更するもの

とする。

６ 主務⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、国家公安

委員会及び環境⼤⾂に協議するものとする。

７ 主務⼤⾂は、基本⽅針を定め、⼜はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表するものとする。

（国等の努⼒義務）

第四条国は、地⽅公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が⾏う地域旅客運

送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣を推

進するために必要となる情報の収集、整理、分析及び提供、助⾔その他の援助、

研究開発の推進並びに⼈材の養成及び資質の向上に努めなければならない。

２ 都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が⾏う地域旅客運送サ

ービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣を推進す

るため、各市町村の区域を超えた広域的な⾒地から、必要な助⾔その他の援助を

⾏うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの

持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣に取り組むよう努

めなければならない。

３ 市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協⼒し、相互に密接な連携を図

りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共

交通の活性化及び再⽣に取り組むよう努めなければならない。

４ 公共交通事業者等は、⾃らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上

並びに地域公共交通の利⽤を容易にするための情報の提供及びその充実に努めな

ければならない。

第三章地域公共交通計画の作成及び実施
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第⼀節地域公共交通計画の作成

（地域公共交通計画）

第五条地⽅公共団体は、基本⽅針に基づき、国⼟交通省令で定めるところによ

り、市町村にあっては単独で⼜は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の

区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービ

スの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣を推進するた

めの計画（以下「地域公共交通計画」という。）を作成するよう努めなければな

らない。

２ 地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

⼀地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性

化及び再⽣の推進に関する基本的な⽅針

⼆地域公共交通計画の区域

三地域公共交通計画の⽬標

四前号の⽬標を達成するために⾏う事業及びその実施主体に関する事項

五地域公共交通計画の達成状況の評価に関する事項

六計画期間

七前各号に掲げるもののほか、地域公共交通計画の実施に関し当該地⽅公共団

体が必要と認める事項

３ 地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項

を定めるよう努めるものとする。

⼀第三⼗七条の規定による資⾦の確保に関する事項

⼆都市機能の増進に必要な施設の⽴地の適正化に関する施策との連携に関する

事項

三観光の振興に関する施策との連携に関する事項

四前三号に掲げるもののほか、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

に際し配慮すべき事項

４ 第⼆項第三号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利⽤者の数

及び収⽀その他の国⼟交通省令で定める定量的な⽬標を定めるよう努めるものと

する。

５ 第⼆項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定める

ことができる。

６ 地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法（昭和四⼗三年法律第百号）第⼗

⼋条の⼆の市町村の都市計画に関する基本的な⽅針、中⼼市街地の活性化に関す

る法律（平成⼗年法律第九⼗⼆号）第九条の中⼼市街地の活性化に関する施策を

総合的かつ⼀体的に推進するための基本的な計画、⾼齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成⼗⼋年法律第九⼗⼀号）第⼆⼗四条の⼆の移動

等円滑化の促進に関する⽅針及び同法第⼆⼗五条の移動等円滑化に係る事業の重

点的かつ⼀体的な推進に関する基本的な構想との調和が保たれたものでなければ

ならない。

７ 地⽅公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、あらかじめ、

住⺠、地域公共交通の利⽤者その他利害関係者の意⾒を反映させるために必要な

措置を講じなければならない。
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８ 市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保

に資する地域公共交通の活性化及び再⽣を推進しようとする⼆以上の市町村は、

共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することが

できる。

９ 都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住⺠の移動に関す

る状況を勘案して⼆以上の市町村にわたり⼀体的に地域旅客運送サービスの持続

可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣を推進する必要がある

と認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。

１０ 地⽅公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定め

ようとする第⼆項第四号に掲げる事項について、次条第⼀項の協議会が組織され

ている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合に

は関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画

に定めようとする事業を実施すると⾒込まれる者及び関係する公安委員会と協議

をしなければならない。

１１ 地⽅公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公

表するとともに、主務⼤⾂、都道府県（当該地域公共交通計画を作成した都道府

県を除く。）並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他

地域公共交通計画に定める事業を実施すると⾒込まれる者及び関係する公安委員

会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。

１２ 主務⼤⾂及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受け

たときは、主務⼤⾂にあっては地⽅公共団体に対し、都道府県にあっては市町村

に対し、必要な助⾔をすることができる。

１３ 第七項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準⽤する。

（協議会）

第六条地域公共交通計画を作成しようとする地⽅公共団体は、地域公共交通計画

の作成及び実施に関し必要な協議を⾏うための協議会（以下この章において「協

議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

⼀地域公共交通計画を作成しようとする地⽅公共団体

⼆関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計

画に定めようとする事業を実施すると⾒込まれる者

三関係する公安委員会及び地域公共交通の利⽤者、学識経験者その他の当該地

⽅公共団体が必要と認める者

３ 第⼀項の規定により協議会を組織する地⽅公共団体は、同項に規定する協議を

⾏う旨を前項第⼆号に掲げる者に通知しなければならない。

４ 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知

に係る協議に応じなければならない。

５ 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結

果を尊重しなければならない。

６ 主務⼤⾂及び都道府県（第⼀項の規定により協議会を組織する都道府県を除

く。）は、地域公共交通計画の作成が円滑に⾏われるように、協議会の構成員の

求めに応じて、必要な助⾔をすることができる。
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７ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定め

る。

（地域公共交通計画の作成等の提案）

第七条次に掲げる者は、地⽅公共団体に対して、地域公共交通計画の作成⼜は変

更をすることを提案することができる。この場合においては、基本⽅針に即し

て、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提⽰しなければ

ならない。

⼀公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定め

ようとする事業を実施しようとする者

⼆地域公共交通の利⽤者その他の地域公共交通の利⽤に関し利害関係を有する

者

２ 前項の規定による提案を受けた地⽅公共団体は、当該提案に基づき地域公共交

通計画の作成⼜は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならな

い。この場合において、地域公共交通計画の作成⼜は変更をしないこととすると

きは、その理由を明らかにしなければならない。

（地域公共交通計画の評価等）

第七条の⼆地⽅公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年

度、当該地域公共交通計画の区域における地域旅客運送サービスの持続可能な提

供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再⽣に関する施策の実施の状況につ

いての調査、分析及び評価を⾏うよう努めるとともに、必要があると認めるとき

は、地域公共交通計画を変更するものとする。

２ 地⽅公共団体は、前項の調査、分析及び評価を⾏ったときは、速やかに、その

結果を主務⼤⾂に送付しなければならない。

３ 主務⼤⾂は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項につ

いて、地⽅公共団体に対し、助⾔をすることができる。



資料１ 

 

加茂市地域公共交通活性化協議会規約（案） 

 

 

（目的） 

第１条 この会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19

年法律第 59 号 以下「再生法」という。）第６条第１項の規定に基づき、

地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成及び計画の実施に係る

必要な協議を行うとともに、道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号 以下

「運送法」という。）の規定に基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送

の確保、その他の旅客の利便の増進を図るために必要となる事項の協議を

行うことを目的とする。 

（名称） 

第２条 この会の名称は、加茂市地域公共交通活性化協議会（以下「協議

会」という。）とする。 

 （事務所） 

第３条 協議会の事務所は、加茂市幸町 2 丁目 3 番 5 号 加茂市役所内に置

く。 

 （協議事項） 

第４条 協議会は、次に掲げる事項を協議し、関係する事業を実施する。 

（１）再生法に関すること。 

 ア 計画の作成及び変更に関すること。 

 イ 計画の実施に関すること。 

（２）運送法に関すること。 

（３）地域公共交通確保維持改善事業に関すること。 

（４）その他協議会が必要と認めること。 

 （委員） 

第５条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 



（１）関係する都道府県又は市区町村 

（２）関係する交通事業者又は道路管理者等 

（３）地方運輸局 

（４）学識経験者 

（５）市民又は地域公共交通の利用者 

（６）関係する公安委員会 

（７）関係する交通事業者の運転者が組織する団体 

（８）その他協議会が必要と認める者 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員により新たに委員と  

なった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員の再任は妨げない。 

 （役員） 

第７条 協議会に、次の役員を置く。 

 （１）会長 1 名 

 （２）副会長 １名 

 （３）監査員 ２名 

２ 会長は、加茂市長をもって充てる。 

３ 副会長は、学識経験者をもって充てる。 

４ 監査員は、委員の互選により選任する。 

 （役員の職務） 

第８条 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたと 

きは、会長の職務を代理する。 

３ 監査員は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会の会議において 

報告する。 

 （会議の運営等） 

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長と

なる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 



３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理人を出席させることが

できることとし、代理人の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の決議方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決定することと 

する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

５ 会議は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができ

る。 

６ 会議で決議した事項について、委員は、その結果を尊重しなければなら

ない。 

７ 会議は、原則公開で行う。ただし、会議を公開することにより公正かつ

円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行

うものとする。会議に関する情報は、加茂市のホームページ等を利用して

公表する。 

 （分科会の設置） 

第 10 条 協議会は、計画の検討及び実施に当たり、分科会を設置すること

ができる。 

２ 分科会の名称、構成、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 （事務局） 

第 11 条 協議会は、協議会の運営に関する事務を行うため、加茂市環境課

内に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 （経費） 

第 12 条 協議会の経費は、負担金、補助金及びその他の収入をもって充て

る。 

 （財務） 

第 13 条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わるものとする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなけ

ればならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の予算編成、現金の出納その他財務

に関し必要な事項は会長が別に定める。 



 （報酬及び費用弁償） 

第 14 条 委員等は、会議に出席したときは報酬及び費用の弁償を受けるこ

とができる。 

２ 報酬及び費用弁償の額及び支給方法等は、新潟県加茂市非常勤職員の報

酬及び費用弁償に関する条例（昭和３３年３月２０日条例第２号）の例に

よる。 

 （協議会解散の場合の措置） 

第 15 条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員総数の４分の３以

上の同意を得なければならない。 

２ 協議会が解散した場合は、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切

り、会長が精算する。 

 （規約の変更等） 

第 16 条 この規約を変更するときは、協議会の承認を得なければならな

い。 

２ この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長

が会議に諮り定める、 

 

  附 則 

 この規約は、令和５年５月３０日から施行する。 

 

 



資料２ 

 

加茂市地域公共交通活性化協議会財務規程（案） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、加茂市地域公共交通活性化協議会規約第 13 条の規定

に基づき、加茂市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （予算） 

第２条 協議会の予算は、加茂市からの負担金、国からの補助金、繰越金及

びその他の収入をもって歳入とする。また、協議会の運営及び事業に係る

経費をもって歳出とする。 

２ 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎年会計年度の予算を調整

し、協議会の承認を受けなければならない。 

３ 会長は、会計年度の途中において既定の予算に補正をする必要が生じた

ときは、前項と同様に予算を調整し、協議会の承認を受けなければならな

い。 

 （予算区分） 

第３条 歳入歳出予算の款、項及び目の区分は、別表のとおりとする。 

２ 会計年度の途中において特別な理由があるときは、別表に定める以外の

款、項及び目を定めることができる。 

 （予算執行） 

第４条 歳入歳出予算の執行は会長の権限とし、会長はその権限について事

務局長に専決させるものとする。予算執行の手続きは、適正に処理しなけ

ればならない。 

（予算の流用及び予備費の充用） 

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、事務局長の専決により行うこ

とができるものとする。 



２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたとき

は、直近の会議に報告しなければならない。 

 （出納員、出納及び現金等の保管） 

第６条 協議会の出納は、会長が行う。会長は、事務局員のうちから出納員

を命ずることができる。会長の命を受けた出納員は、出納その他会計事務

の手続きについて適正に処理しなければならない。 

２ 協議会に属する現金等は、会長が指定する金融機関に預け入れなければ

ならない。 

 （簿冊、書類の管理） 

第７条 この規程の定めるところにより財務に関する事務を行う者は、次に

定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

 （1）予算整理簿 

 （2）収支の証拠書類 

 （3）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊、書類 

 （決算等） 

第８条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算を調製し、監

査員の監査に付した後、会議において承認を得るものとする。 

 （その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

 

  附 則 

 令和５年５月３０日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

（１）歳入予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１負担金 １負担金 １負担金 

２補助金 １補助金 １補助金 

３繰越金 １繰越金 １繰越金 

４諸収入 １諸収入 １諸収入 

 

（２）歳出予算の款、項及び目の区分 

款 項 目 

１運営費 １会議費 １会議費 

  ２事務費 １事務費 

２事業費 １事業費 １事業費 

３予備費 １予備費 １予備費 

 



資料３ 

 

加茂市地域公共交通活性化協議会事務局規程（案） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、加茂市地域公共交通活性化協議会規約第 11 条の規定

に基づき、加茂市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

の事務局の運営に関し、必要な事項を定める。 

 （所掌事務） 

第２条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１）協議会の会議に関すること。 

 （２）協議会の資料作成に関すること。 

 （３）協議会の庶務に関すること。 

 （４）前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項。 

 （職員等） 

第３条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。 

２ 事務局には事務局長を置き、加茂市環境課長をもって充てる。 

３ 事務局員は、加茂市環境課職員をもって充てる。 

 （専決事項） 

第４条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、 

異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。 

 （１）事務局の運営に関すること。 

 （２）物品の購入その他協議会の運営に必要な契約の締結に関すること。 

 （３）物品及び現金の出納に関すること。 

 （４）前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。 

 （文章の取扱い） 

第５条 事務局における文章の収受、配布、処理編集、保存その他文章に 

関し必要な事項は、加茂市において定められている文章の取扱いの例によ



る。 

 （公印の取扱い） 

第６条 協議会の公印の種類は会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸

法、用途、個数及び管理者は別表のとおりとする。 

２ 協議会の公印の保管、取扱い等については、加茂市において定められて

いる公印の取扱いの例による。 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り

定める。 

 

 

  附 則 

 この規程は、令和５年５月３０日から施行する。 

  



別表（第６条関係） 

名称 形状 書体 寸法 用途 個数 管理者 

加茂市地

域公共交

通活性化

協議会長

之印 

加茂市地域 

公共交通活 

性化協議会 

長之印 

てん書 

18mm

×

18mm 

会 長 名 を

も っ て 発

送 す る 文

書 

１個 事務局長 

 



資料４ 

 

加茂市地域公共交通活性化協議会委員の報酬及び費用弁償規程（案） 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、加茂市地域公共交通活性化協議会規約第 14 条の規定

に基づき、加茂市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）

の委員の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （報酬等の額） 

第２条 委員は会議等に出席したときは、報酬及び費用弁償を受けることが

できる。 

２ 報酬及び費用弁償の額及び支給方法等は、新潟県加茂市非常勤職員の報

酬及び費用弁償に関する条例（昭和 33 年条例第２号）に準ずるものとす

る。ただし、次に掲げる委員の報酬については、次のとおりとする。 

 （１）学識経験者 １回につき 10,000 円 

 （関係者の出席を求めた場合の対応） 

第３条 規約第９条５項の規定により関係者の出席を求めた場合は、前条の

規定を準用する。 

 （その他） 

第４条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り

定める。 

 

 

  附 則 

 令和５年５月３０日から施行する。 



 

資料５ 

かもんバスの時刻表及び一部路線の変更について 

 

1  JR 加茂駅における乗り継ぎ時間の調整 

 

○かもんバスの一部の便で遅れが発生したことにより、JR 加茂駅での乗換に間

に合わない事例が発生したことから時刻の見直しを実施。 

○ドライバーの休憩時間は各便の運行の間で最低 10 分確保しつつ、JR 加茂駅

において、電車⇔かもんバスの乗り継ぎ時間を 10 分以上確保するように時刻

を調整。 

→乗り継ぎ時間 10 分を確保できない場合は乗り継ぎ時間が各電車の時間に

合わせてなるべく均等になるように調整。 

 

2  路線変更・一部バス停の廃止 

 

○早朝猿毛線は R4.7 の新設時以降、大橋～穀町停留所間では、利用者がいない

状況であったため、若宮町～本町停留所を経由する路線への変更を予定。 

○須田線新潟経営大学方面行は、暁星高校前～丸山商店前では乗車がない状況

であったため、降車のみに変更を予定。 

○旭町停留所は国道と県道の交差点付近の停留所のため交通量が多く、バスが

停車時に事故の危険があるため廃止を予定。 

 図 早朝猿毛線のルート変更、旭町停留所の廃止 



 

 

3  加茂市公共交通時刻表 

 

○1、2 の変更を踏まえ、新たな加茂市公共交通時刻表を作成する予定。 

○7 月 18 日（火）全戸配布、8 月 1 日（金）新ダイヤによる運行開始に向け準

備を進めている。 



七七七
下り
市市市市市

停停市停 第便1 第便2 第便3 第便 第便 第便 第便4 5 6 7 第便 第便第便8 9 10 第便11 第便12 第便13

水 水 水7:25 9:18 10:17 12:33 13:33 15:31 18:28

長長長長市7:27 9:20 10:19 12:35 13:35 15:33 18:30

小 小 小 小7:28 9:21 10:20 12:36 13:36 15:34 18:31

中 中 中 中7:29 9:22 10:21 12:37 13:37 15:35 18:32

岩 岩7:29 9:22 10:21 12:37 13:37 15:35 18:32

小 小7:30 9:23 10:22 12:38 13:38 15:36 18:33

三 中7:31 9:24 10:23 12:39 13:39 15:37 18:34

美 美 の 湯7:32 9:25 10:24 11:35 12:40 13:40 14:40 15:38 16:23 17:30 18:35 19:16 21:00

下 下 下7:33 9:26 10:25 11:36 12:41 13:41 14:41 15:39 16:24 17:31 18:36 19:17 21:01

下 下7:33 9:26 10:25 11:36 12:41 13:41 14:41 15:39 16:24 17:31 18:36 19:17 21:01

七七小七七市7:34 9:27 10:26 11:37 12:42 13:42 14:42 15:40 16:25 17:32 18:37 19:18 21:02

出 出7:35 9:28 10:27 11:38 12:43 13:43 14:43 15:41 16:26 17:33 18:38 19:19 21:03

七七ココココ 7:36 9:29 10:28 11:39 12:44 13:44 14:44 15:42 16:27 17:34 18:39 19:20 21:04

樋 樋 樋7:37 9:30 10:29 11:40 12:45 13:45 14:45 15:43 16:28 17:35 18:40 19:21 21:05

団 水 市7:38 9:31 10:30 11:41 12:46 13:46 14:46 15:44 16:29 17:36 18:41 19:22 21:06

黒 水7:38 9:31 10:30 11:41 12:46 13:46 14:46 15:44 16:29 17:36 18:41 19:22 21:06

大 樋 大 大7:39 9:32 10:31 11:42 12:47 13:47 14:47 15:45 16:30 17:37 18:42 19:23 21:07

善 善 市7:39 9:32 10:31 11:42 12:47 13:47 14:47 15:45 16:30 17:37 18:42 19:23 21:07

差 差7:40 9:33 10:32 11:43 12:48 13:48 14:48 15:46 16:31 17:38 18:43 19:24 21:08

元 元 小7:41 9:34 10:33 11:44 12:49 13:49 14:49 15:47 16:32 17:39 18:44 19:25 21:09

猿 猿 樋7:42 9:35 10:34 11:45 12:50 13:50 14:50 15:48 16:33 17:40 18:45 19:26 21:10

元 小7:43 9:36 10:35 11:46 12:51 13:51 14:51 15:49 16:34 17:41 18:46 19:27 21:11

桜 桜7:44 9:37 10:36 11:47 12:52 13:52 14:52 15:50 16:35 17:42 18:47 19:28 21:12

秋 秋7:44 9:37 10:36 11:47 12:52 13:52 14:52 15:50 16:35 17:42 18:47 19:28 21:12

八 八 樋7:45 9:38 10:37 11:48 12:53 13:53 14:53 15:51 16:36 17:43 18:48 19:29 21:13

秋 秋 小 小7:46 9:39 10:38 11:49 12:54 13:54 14:54 15:52 16:37 17:44 18:49 19:30 21:14

若 若 若7:47 9:40 10:39 11:50 12:55 13:55 14:55 15:53 16:38 17:45 18:50 19:31 21:15

五 五 若7:48 9:41 10:40 11:51 12:56 13:56 14:56 15:54 16:39 17:46 18:51 19:32 21:16

上 若7:49 9:42 10:41 11:52 12:57 13:57 14:57 15:55 16:40 17:47 18:52 19:33 21:17

本 若7:50 9:43 10:42 11:53 12:58 13:58 14:58 15:56 16:41 17:48 18:53 19:34 21:18

加 加 加 市7:52 9:45 10:44 11:55 13:00 14:00 15:00 15:58 16:43 17:50 18:55 19:36 21:20

加 市 駅7:52 9:45 10:44 11:55 13:00 14:00 15:00 15:58 16:43 17:50 18:55 19:36 21:20

加加小七七市7:54 9:47 10:46 11:57 13:02 14:02 15:02 16:00 16:45 17:52 18:57 ∥ ∥

青 青 駅7:54 9:47 10:46 11:57 13:02 14:02 15:02 16:00 16:45 17:52 18:57 ∥ ∥

加加加加市7:57 9:50 10:49 12:00 13:05 14:05 15:05 16:03 16:48 17:55 19:00 ∥ ∥

加病病病病市7:58 9:51 10:50 12:01 13:06 14:06 15:06 16:04 16:49 17:56 19:01 ∥ ∥

図 図 図 市7:58 9:51 10:50 12:01 13:06 14:06 15:06 16:04 16:49 17:56 19:01 ∥ ∥

加加加便加市7:59 9:52 10:51 12:02 13:07 14:07 15:07 16:05 16:50 17:57 19:02 ∥ ∥

穀 若8:01 9:54 10:53 12:04 13:09 14:09 15:09 16:07 16:52 17:59 19:04 19:37 21:21

寿 若8:02 9:55 10:54 12:05 13:10 14:10 15:10 16:08 16:53 18:00 19:05 19:38 21:22

旭 若8:03 9:56 10:55 12:06 13:11 14:11 15:11 16:09 16:54 18:01 19:06 19:39 21:23

幸 若8:04 9:57 10:56 12:07 13:12 14:12 15:12 16:10 16:55 18:02 19:07 19:40 21:24

市 市 市 市8:08 10:01 11:00 12:11 13:16 14:16 15:16 16:14 16:59 18:06 19:11 19:44 21:28



七七七
上り
美美の湯市

停停市停 第便1 第便2 第便 第便3 4 第便5 第便 第便6 7 第便8 第便9 第便10 第便第便11 12 第便13

市 市 市 市7:29 8:21 9:25 10:48 11:36 12:40 13:49 14:36 15:39 16:46 17:32 18:32 20:24

幸 若7:30 8:22 9:26 10:49 11:37 12:41 13:50 14:37 15:40 16:47 17:33 18:33 20:25

旭 若7:31 8:23 9:27 10:50 11:38 12:42 13:51 14:38 15:41 16:48 17:34 18:34 20:26

寿 若7:32 8:24 9:28 10:51 11:39 12:43 13:52 14:39 15:42 16:49 17:35 18:35 20:27

穀 若 ∥ 8:25 9:29 10:52 11:40 12:44 13:53 14:40 15:43 16:50 17:36 18:36 ∥

加加加便加市 ∥ 8:28 9:32 10:55 11:43 12:47 13:56 14:43 15:46 16:53 17:39 18:39 ∥

図 図 図 市 ∥ 8:29 9:33 10:56 11:44 12:48 13:57 14:44 15:47 16:54 17:40 18:40 ∥

加病病病病市 ∥ 8:30 9:34 10:57 11:45 12:49 13:58 14:45 15:48 16:55 17:41 18:41 ∥

加加加加市 ∥ 8:31 9:35 10:58 11:46 12:50 13:59 14:46 15:49 16:56 17:42 18:42 ∥

青 青 駅 ∥ 8:31 9:35 10:58 11:46 12:50 13:59 14:46 15:49 16:56 17:42 18:42 ∥

加加小七七市 ∥ 8:32 9:36 10:59 11:47 12:51 14:00 14:47 15:50 16:57 17:43 18:43 ∥

穀 若 ∥ 8:34 9:38 11:01 11:49 12:53 14:02 14:49 15:52 16:59 17:45 18:45 ∥

加 加 加 市7:35 8:36 9:40 11:03 11:51 12:55 14:04 14:53 15:54 17:01 17:47 18:47 20:30

加 市 駅7:35 8:36 9:40 11:03 11:51 12:55 14:04 14:51 15:54 17:01 17:47 18:47 20:30

本 若7:36 8:37 9:41 11:04 11:52 12:56 14:05 14:52 15:55 17:02 17:48 18:48 20:31

上 若7:37 8:38 9:42 11:05 11:53 12:57 14:06 14:53 15:56 17:03 17:49 18:49 20:32

五 五 若7:38 8:39 9:43 11:06 11:54 12:58 14:07 14:54 15:57 17:04 17:50 18:50 20:33

若 若 若7:39 8:40 9:44 11:07 11:55 12:59 14:08 14:55 15:58 17:05 17:51 18:51 20:34

秋 秋 小 小7:40 8:41 9:45 11:08 11:56 13:00 14:09 14:56 15:59 17:06 17:52 18:52 20:35

八 八 樋7:41 8:42 9:46 11:09 11:57 13:01 14:10 14:57 16:00 17:07 17:53 18:53 20:36

秋 秋7:41 8:42 9:46 11:09 11:57 13:01 14:10 14:57 16:00 17:07 17:53 18:53 20:36

桜 桜7:42 8:43 9:47 11:10 11:58 13:02 14:11 14:58 16:01 17:08 17:54 18:54 20:37

元 小7:43 8:44 9:48 11:11 11:59 13:03 14:12 14:59 16:02 17:09 17:55 18:55 20:38

猿 猿 樋7:44 8:45 9:49 11:12 12:00 13:04 14:13 15:00 16:03 17:10 17:56 18:56 20:39

元 元 小7:45 8:46 9:50 11:13 12:01 13:05 14:14 15:01 16:04 17:11 17:57 18:57 20:40

差 差7:46 8:47 9:51 11:14 12:02 13:06 14:15 15:02 16:05 17:12 17:58 18:58 20:41

善 善 市7:46 8:47 9:51 11:14 12:02 13:06 14:15 15:02 16:05 17:12 17:58 18:58 20:41

大 樋 大 大7:47 8:48 9:52 11:15 12:03 13:07 14:16 15:03 16:06 17:13 17:59 18:59 20:42

黒 水7:47 8:48 9:52 11:15 12:03 13:07 14:16 15:03 16:06 17:13 17:59 18:59 20:42

団 水 市7:48 8:49 9:53 11:16 12:04 13:08 14:17 15:04 16:07 17:14 18:00 19:00 20:43

樋 樋 樋7:48 8:49 9:53 11:16 12:04 13:08 14:17 15:04 16:07 17:14 18:00 19:00 20:43

七七ココココ 7:49 8:50 9:54 11:17 12:05 13:09 14:18 15:05 16:08 17:15 18:01 19:01 20:44

出 出7:50 8:51 9:55 11:18 12:06 13:10 14:19 15:06 16:09 17:16 18:02 19:02 20:45

七七小七七市7:50 8:51 9:55 11:18 12:06 13:10 14:19 15:06 16:09 17:16 18:02 19:02 20:45

下 下7:51 8:52 9:56 11:19 12:07 13:11 14:20 15:07 16:10 17:17 18:03 19:03 20:46

下 下 下7:51 8:52 9:56 11:19 12:07 13:11 14:20 15:07 16:10 17:17 18:03 19:03 20:46

美 美 の 湯7:52 8:53 9:57 11:20 12:08 13:12 14:21 15:08 16:11 17:18 18:04 19:04 20:47

三 中 8:54 9:58 12:09 13:13 15:09 18:05

小 小 8:55 9:59 12:10 13:14 15:10 18:06

岩 岩 8:56 10:00 12:11 13:15 15:11 18:07

中 中 中 中 8:57 10:01 12:12 13:16 15:12 18:08

小 小 小 小 8:58 10:02 12:13 13:17 15:13 18:09

長長長長市 8:59 10:03 12:14 13:18 15:14 18:10

水 水 水 9:01 10:05 12:16 13:20 15:16 18:12



須田線
上り
経営大前行

停留所名 第1便第2便第3便第4便第5便第6便第7便第8便第9便第10便

国道・新飯田新町7:10 7:48 9:08 10:13 12:08 13:35 16:03 16:40 17:41 18:42

新飯田新町7:10 7:48 9:08 10:13 12:08 13:35 16:03 16:40 17:41 18:42

上 新 田7:11 7:49 9:09 10:14 12:09 13:36 16:04 16:41 17:42 18:43

鵜 ノ 森7:13 7:51 9:11 10:16 12:11 13:38 16:06 16:43 17:44 18:45

中鵜ノ 森7:14 7:52 9:12 10:17 12:12 13:39 16:07 16:44 17:45 18:46

前 須 田7:15 7:53 9:13 10:18 12:13 13:40 16:08 16:45 17:46 18:47

須田小学校前7:15 7:53 9:13 10:18 12:13 13:40 16:08 16:45 17:46 18:47

上後須田7:16 7:54 9:14 10:19 12:14 13:41 16:09 16:46 17:47 18:48

後 須 田7:18 7:56 9:16 10:21 12:16 13:43 16:11 16:48 17:49 18:50

須田中学前7:19 7:57 9:17 10:22 12:17 13:44 16:12 16:49 17:50 18:51

五 反 田7:20 7:58 9:18 10:23 12:18 13:45 16:13 16:50 17:51 18:52

加茂新田7:21 7:59 9:19 10:24 12:19 13:46 16:14 16:51 17:52 18:53

住 寺 堀7:21 7:59 9:19 10:24 12:19 13:46 16:14 16:51 17:52 18:53

堀内医院前7:22 8:00 9:20 10:25 12:20 13:47 16:15 16:52 17:53 18:54

諏訪の木7:23 8:01 9:21 10:26 12:21 13:48 16:16 16:53 17:54 18:55

平成園前7:25 8:03 9:23 10:28 12:23 13:50 16:18 16:55 17:56 18:57

加茂高校前7:27 8:05 9:25 10:30 12:25 13:52 16:20 16:57 17:58 18:59

∥ ∥ ∥ 10 : 32 12 : 27にいつﾌーﾄ゙ｾﾝﾀー前 13:54 ∥ ∥ ∥ ∥

∥ 8 : 07 9 : 27 10 : 34 12 : 29市役所前 13:56 16:22 16 : 59 ∥ ∥

幸 町7:28 8:08 9:28 10:35 12:30 13:57 16:23 17:00 17:59 19:00

旭 町7:29 8:09 9:29 10:36 12:31 13:58 16:24 17:01 18:00 19:01

寿 町7:30 8:10 9:30 10:37 12:32 13:59 16:25 17:02 18:01 19:02

加茂駅前7:35 8:15 9:35 10:42 12:37 14:04 16:30 17:07 18:06 19:07

駅 前 通7:35 8:15 9:35 10:42 12:37 14:04 16:30 17:07

∥ 8 : 17 9 : 37 10 : 44 12 : 39本 町 14:06 16:32 17:09

∥ 8 : 18 9 : 38 10 : 45 12 : 40上 町 14:07 16:33 17:10

∥ 8 : 19 9 : 39 10 : 46 12 : 41五 番 町 14:08 16:34 17:11

上条皆川区民会館前 ∥ 8 : 20 9 : 40 10 : 47 12 : 42 14:09 16:35 17:12

∥ 8 : 21 9 : 41 10 : 48 12 : 43第三平成園前 14:10 16:36 17:13

∥ 8 : 21 9 : 41 10 : 48 12 : 43農林高校前 14:10 16:36 17:13
自衛隊加茂地域事務所

前 ∥ 8 : 22 9 : 42 10 : 49 12 : 44 14:11 16:37 17:14

∥ 8 : 23 9 : 43 10 : 50 12 : 45病児保育園前 14:12 16:38 17:15

加茂病院前7:41 8:25 9:45 10:52 12:47 14:14 16:40 17:17

学 校 町7:43 8:27 9:47 10:54 12:49 14:16 16:42 17:19

暁星高校前7:45 8:29 9:49 10:56 12:51 14:18 16:44 17:21 降車のみ

経営大前7:48 8:32 9:52 10:59 12:54 14:21 ∥ ∥

都美容室前 8:35 9:55 11:02 12:57 14:24 16:47 17:24

丸山商店前 8:35 9:55 11:02 12:57 14:24 16:47 17:24



須田線
下り
国道・新飯田新町行

停留所名 第1便第2便第3便第4便第5便第6便第7便第8便第9便第10便

丸山商店前 7:58 9:10 11:02 12:39 14:57 15:37 16:43

都美容室前 7:58 9:10 11:02 12:39 14:57 15:37 16:43

経営大前 ∥ ∥ 11 : 04 12:41 14:59 15:39 16:45 17:49 18:34

暁星高校前 7:59 9:11 11:06 12:43 15:01 15:41 16:47 17:51 18:36

学 校 町 8:01 9:13 11:08 12:45 15:03 15:43 16:49 17:53 18:38

加茂病院前6:46 8:03 9:15 11:10 12:47 15:05 15:45 16:51 17:55 18:40

病児保育園前6:48 8:05 9:17 11:12 12:49 15:07 15:47 16:53 17:57 18:42
自衛隊加茂地域事務所

前
6:48 8:05 9:17 11:12 12:49 15:07 15:47 16:53 17:57 18:42

農林高校前6:49 8:06 9:18 11:13 12:50 15:08 15:48 16:54 17:58 18:43

第三平成園前6:50 8:07 9:19 11:14 12:51 15:09 15:49 16:55 17:59 18:44

上条皆川区民会館前6:51 8:08 9:20 11:15 12:52 15:10 15:50 16:56 18:00 18:45

五 番 町6:52 8:09 9:21 11:16 12:53 15:11 15:51 16:57 18:01 18:46

上 町6:53 8:10 9:22 11:17 12:54 15:12 15:52 16:58 18:02 18:47

本 町6:54 8:11 9:23 11:18 12:55 15:13 15:53 16:59 18:03 18:48

加茂駅前6:57 8:14 9:26 11:21 12:58 15:16 15:56 17:02 18:06 18:51

駅 前 通6:57 8:14 9:26 11:21 12:58 15:16 15:56 17:02 18:06 18:51

穀 町6:59 8:16 9:28 11:23 13:00 15:18 15:58 17:04 18:08 18:53

寿 町7:00 8:17 9:29 11:24 13:01 15:19 15:59 17:06 18:09 18:54

旭 町7:00 8:17 9:29 11:24 13:01 15:19 15:59 17:07 18:09 18:54

幸 町7:01 8:18 9:30 11:25 13:02 15:20 16:00 17:09 18:10 18:55

にいつﾌーﾄ゙ｾﾝﾀー前 ∥ ∥ ∥ 11 : 27 13:04 15 : 22 ∥ ∥ ∥ ∥

市役所前 ∥ 8 : 21 9:33 11:29 13:06 15:24 16:03 17:12 18 : 13 ∥

加茂高校前7:02 8:23 9:35 11:31 13:08 15:26 16:05 17:14 18:15 18:56

平成園前7:03 8:24 9:36 11:32 13:09 15:27 16:06 17:15 18:16 18:57

諏訪の木7:04 8:25 9:37 11:33 13:10 15:28 16:07 17:16 18:17 18:58

堀内医院前7:05 8:26 9:38 11:34 13:11 15:29 16:08 17:17 18:18 18:59

住 寺 堀7:06 8:27 9:39 11:35 13:12 15:30 16:09 17:18 18:19 19:00

加茂新田7:07 8:28 9:40 11:36 13:13 15:31 16:10 17:19 18:20 19:01

五 反 田7:09 8:30 9:42 11:38 13:15 15:33 16:12 17:21 18:22 19:03

須田中学前7:10 8:31 9:43 11:39 13:16 15:34 16:13 17:22 18:23 19:04

後 須 田7:11 8:32 9:44 11:40 13:17 15:35 16:14 17:23 18:24 19:05

上後須田7:12 8:33 9:45 11:41 13:18 15:36 16:15 17:24 18:25 19:06

須田小学校前7:13 8:34 9:46 11:42 13:19 15:37 16:16 17:25 18:26 19:07

前 須 田7:14 8:35 9:47 11:43 13:20 15:38 16:17 17:26 18:27 19:08

中鵜ノ 森7:15 8:36 9:48 11:44 13:21 15:39 16:18 17:27 18:28 19:09

鵜 ノ 森7:16 8:37 9:49 11:45 13:22 15:40 16:19 17:28 18:29 19:10

上 新 田7:17 8:38 9:50 11:46 13:23 15:41 16:20 17:29 18:30 19:11

新飯田新町7:17 8:38 9:50 11:46 13:23 15:41 16:20 17:29 18:30 19:11

国道・新飯田新町7:19 8:40 9:52 11:48 13:25 15:43 16:22 17:31 18:32 19:13



■ ■高柳線第1便 高柳線第2便 ■ 猿毛線（ルート変更） ■ ■ ■ ■早朝 土倉・猿毛線 村松線 天神林・長福寺方面 七谷帰宅便

停留所名 高柳1便 停留所名 高柳2便 停留所名 猿毛 停留所名 土倉 停留所名 村松 停留所名 天神林 停留所名 帰宅便

上 高 柳6:25 上 高 柳8:13 七谷コミセン前6:31 上 土 倉8:58 村 松 駅7:25 五十嵐商店前7:22 市 役 所 前11:15

中 丸6:26 中 丸8:14 樋 脇 橋6:31 上土倉三叉路8:59 下 町7:25 下 の 橋7:23 幸 町11:16

上高柳入口6:27 上高柳入口8:15 団 地 前6:32 下 土 倉9:01 仲 町7:25 丸五技研前7:30 旭 町11:17

善 興 寺 前6:29 善 興 寺 前8:17 黒 水6:33 土 倉9:03 上 町7:28 大 郷 町7:31 寿 町11:18

下 高 柳6:31 下 高 柳8:19 大 橋 々 際6:34 冬 鳥 越9:04 城 町7:29 矢立踏切前7:32 穀 町11:19

西 山6:34 西 山8:22 善 作 前6:34 上 長 谷9:05 春 日 町7:30 加茂駅西口7:33 加茂郵便局前11:22

高 柳6:36 高 柳8:24 差 合6:35 長 谷9:06 西 村 松7:31 警 察 署 前7:38 図 書 館 前11:23

七谷小学校前6:37 七谷小学校前8:25 元 狭 口6:36 下 黒 水9:08 庚 塚7:32 丸山商店前7:40 病児保育園前11:24

上大谷スキー場6:43 上大谷スキー場8:31 猿 毛6:39 大 橋 々 際9:09 中 野 橋7:33 都美容室前7:40 加茂病院前11:25

上 大 谷6:44 上 大 谷8:32 小 貫6:43 善 作 前9:09 青 橋7:34 暁星高校前7:43 青 海 通11:25

中 大 谷6:45 中 大 谷8:33 乳 倉 子6:45 差 合9:10 南 田 中7:35 学 校 町7:45 加茂小学校前11:26

下 大 谷6:46 下 大 谷8:34 駒 岡6:46 元 狭 口9:11 大蒲原小学校前7:36 加茂病院前7:46 穀 町11:28

たばこ屋前6:47 たばこ屋前8:35 体操トレセン前6:47 猿 毛9:14 か み 上 野7:37 青 海 通7:46 加 茂 駅 前11:30

出 戸6:48 出 戸8:36 八幡区民会館前6:48 小 貫9:18 中 島7:38 加茂小学校前7:47 駅 前 通11:30

七谷コミセン6:49 七谷コミセン8:37 八 幡6:49 乳 倉 子9:20 下 大 蒲 原7:40 穀 町7:48 本 町11:31

樋 脇 橋6:49 樋 脇 橋8:37 若 宮 町6:50 駒 岡9:21 下大公民館前7:40 加 茂 駅 前7:53 上 町11:32

団 地 前6:50 団 地 前8:38 五 番 町6:51 体操トレセン前9:22 上 大 蒲 原7:41 日立ニコトランス前8:00 五 番 町11:33

黒 水6:51 黒 水8:39 上 町6:52 八幡区民会館前9:23 上大公民館前7:41 大桃酒店前8:02 若 宮 町11:34

上黒水地蔵前6:55 上黒水地蔵前8:43 本 町6:53 八 幡9:24 諏 訪 下7:42 長 福 寺 橋8:12 八 幡11:36
上黒水集落開発センター

前
6:57

上黒水集落開発センター
前

8:45 加 茂 駅 前6:54 若 宮 町9:26 金 割 鉱 泉7:44 上 下 条8:14 八幡区民会館前11:37

大 橋 々 際7:00 大 橋 々 際8:48 駅 前 通6:54 五 番 町9:27 高 松 入 口7:45 旱田区民会館前8:15 体操トレセン前11:38

善 作 前7:00 善 作 前8:48 穀 町6:56 上 町9:28 上 土 倉7:52 下条簡易郵便局前8:16 駒 岡11:39

差 合7:01 差 合8:49 寿 町6:57 本 町9:29 上土倉三叉路7:53 青柳米店前8:17 乳 倉 子11:40

元 狭 口7:02 元 狭 口8:50 旭 町6:57 加 茂 駅 前9:30 下 土 倉7:55 丹屋酒店前8:18 小 貫11:42

猿 毛 橋7:03 猿 毛 橋8:51 幸 町6:58 駅 前 通9:30 土 倉7:57 加 茂 駅 前8:20 猿 毛11:46

狭 口7:04 狭 口8:52 市 役 所 前7:01 加茂小学校前9:32 冬 鳥 越7:58 駅 前 通8:20 元 狭 口11:49

桜 沢7:05 桜 沢8:53 青 海 通9:33 上 長 谷7:59 穀 町8:22 差 合11:50

秋 房7:05 秋 房8:53 加茂病院前9:35 長 谷8:00 寿 町8:23 善 作 前11:50

八 幡 橋7:06 八 幡 橋8:54 病児保育園前9:36 下 黒 水8:02 旭 町8:23 大 橋 々 際11:51

秋 房 入 口7:07 秋 房 入 口8:55 図 書 館 前9:37 大 橋 々 際8:03 幸 町8:24 黒 水11:51

若 宮 町7:08 若 宮 町8:56 加茂郵便局前9:38 善 作 前8:03 市 役 所 前8:27
上黒水集落開発センター

前
11:54

五 番 町7:09 五 番 町8:57 穀 町9:40 差 合8:04 上黒水地蔵前11:56

上 町7:10 上 町8:58 寿 町9:41 元 狭 口8:05 下 黒 水12:00

本 町7:11 本 町8:59 旭 町9:41 猿 毛 橋8:06 長 谷12:02

加 茂 駅 前7:12 加 茂 駅 前9:00 幸 町9:42 狭 口8:07 上 長 谷12:03

駅 前 通7:12 駅 前 通9:00 市 役 所 前9:45 桜 沢8:08 冬 鳥 越12:04

加茂小学校前 ∥ 加茂小学校前9:02 秋 房8:08 土 倉12:05

青 海 通 ∥ 青 海 通9:03 八 幡 橋8:09 下 土 倉12:07

加茂病院前 ∥ 加茂病院前9:05 秋 房 入 口8:10 上土倉三叉路12:09

病児保育園前 ∥ 病児保育園前9:06 若 宮 町8:11 上 土 倉12:10

図 書 館 前 ∥ 図 書 館 前9:07 五 番 町8:12 七谷コミセン12:15

加茂郵便局前 ∥ 加茂郵便局前9:08 上 町8:13 出 戸12:16

穀 町7:14 穀 町9:10 本 町8:14 たばこ屋前12:17

寿 町7:15 寿 町9:11 加 茂 駅 前8:15 下 大 谷12:18

旭 町7:15 旭 町9:11 駅 前 通8:15 中 大 谷12:19

幸 町7:16 幸 町9:12 穀 町8:17 上 大 谷12:21

市 役 所 前7:19 市 役 所 前9:15 寿 町8:18 上大谷スキー場12:22

旭 町8:18 七谷小学校前12:27

幸 町8:19 高 柳12:28

市 役 所 前8:22 西 山12:30

下 高 柳12:33

善 興 寺 前12:35

上高柳入口12:37

中 丸12:38

上 高 柳12:39


